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平成 25 年 4 月 22 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 Ｎ ａ Ｉ Ｔ Ｏ

代表者名 取 締 役 社 長  南 雲  文 彦

 （JASDAQ コード 7624）

問合せ先 取締役経理部長  河野 英之

 （電話    03-3800-8614）

 

 

株式分割、単元株式数の変更、定款の一部変更および配当予想の修正に関するお知らせ 
 

 

 当社は、平成 25 年 4 月 22 日開催の取締役会において、「株式分割、単元株式数の変更、定款の一部

変更および配当予想の修正」および株主総会議案として「発行可能株式総数変更に伴う定款の一部変

更の件」を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 株式分割および単元株式数の変更の目的 

 平成 19 年 11 月 27 日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑

み、当社普通株式の売買単位を 100 株とすべく、当社普通株式 1 株を 10 株に分割し、単元株式数を 10

株から 100 株に変更いたします。 

 なお、この株式分割と単元株式数の変更を同時に行うため、投資単位の実質的な変更はございません。 

 

 

2. 株式分割の概要 

(1) 分割する株式の種類 

 普通株式 

 

(2) 分割の方法 

平成 25 年 8 月 31 日(土)(当日は休日につき、実質的には平成 25 年 8 月 30 日)を基準日として、

同日最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式を1株につき10株の割合をもって分割い

たします。 

 

(3) 分割により増加する普通株式数 

株式分割前の当社発行済株式総数  5,099,125 株 

今回の分割により増加する株式数  45,892,125 株 

株式分割後の当社発行済株式総数  50,991,250 株 

株式分割後の発行可能株式総数  123,799,250 株 

 

(注)発行済株式数は平成 25 年 2 月 28 日現在のものであり、優先株式の普通株式への転換によ

り増加する可能性があります。 
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(4) 分割の日程 

① 基準日設定公告日  平成 25 年 8 月 16 日(金) 

② 基準日       平成 25 年 8 月 31 日(土) 

                             但し、当日は株主名簿管理人の休業日にあたるため、実質上は平成 25

年 8 月 30 日(金)となります 

③ 効力発生日     平成 25 年 9 月 1 日(日) 

 

 

3. 単元株式数の変更 

 (1)変更後の単元株式数 

   上記「2.株式分割の概要」に記載した株式分割の効力発生を条件として、単元株式数を 10 株か

ら 100 株に変更いたします。 

 

 (2)変更の日程 

   効力発生日 平成 25 年 9 月 1 日(日) 

 

 

4. 定款の一部変更 

 (1)変更の理由 

   株式分割、単元株式数の変更および発行可能株式総数の変更に伴い、会社法第 183 条第 2 項、第

191 条および第 184 条第 2 項括弧書きの規定に基づき、当社定款の一部を以下のとおり変更いたし

ます。 

① 株式分割の割合に応じて、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款 6 条を変更

いたします。 

② 株式分割と同時に、単元株式数を変更するため、定款第 8 条を変更いたします。 

③ 定款第 8 条の変更の効力発生日を定めるために、附則を新設いたします。 

 

 

 (2)変更の内容 

現行定款 変更案 

(発行可能株式総数) 

第 6 条 当会社の発行可能株式総数は

12,629,925 株とし、このうち 12,379,925 株は

普通株式、250,000 株は優先株式とする。 

(発行可能株式総数) 

第 6 条 当会社の発行可能株式総数は

124,049,250 株とし、このうち 123,799,250

株は普通株式、250,000 株は優先株式とする。

(単元株式数) 

第 8 条 当会社の単元株式数は、当会社の普通

株式の単元株式数は 10 株とし、優先株式の単

元株式数は 1 株とする。 

(単元株式数) 

第 8 条 当会社の単元株式数は、当会社の普

通株式の単元株式数は 100 株とし、優先株式

の単元株式数は 1 株とする。 

(新設) 附則 

第 6 条および第 8 条の変更は、平成 25 年 9

月 1 日から効力を発生する。なお、本附則は

効力発生日をもってこれを削除する。 
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 (3)変更の日程 

   効力発生日 平成 25 年 9 月 1 日(日) 

 

 

5. 配当予想の修正 

 当社普通株式 1 株を 10 株に分割することに伴い、株式の分割後となる平成 26 年 2 月期の配当予

想につきましては、平成 25 年 3 月 28 日に発表いたしました「平成 25 年 2 月期 決算短信[日本基

準](連結)」記載の配当予想金額 20 円から、10 分の 1 である金額 2 円 00 銭といたします。 

 なお、実質的には前回の予想のとおりです。 

 

 期末配当金 年間配当金 

前回予想(平成 25 年 3 月 28 日発表) 20 円 00 銭 20 円 00 銭 

今回修正予想  2 円 00 銭  2 円 00 銭 

前期実績(平成 25 年 2 月期) 20 円 00 銭 20 円 00 銭 

 

 

6. その他 

 (1)今回の株式分割に際し、当社の資本金の額の増減はありません。 

   平成 25 年 2 月 28 日現在の当社資本金の額：2,291,235,800 円 

 (2)今回の株式分割に際し、第一回優先株式の発行要領に規定された転換価額の調整条項の適用により、

平成 25 年 9 月 1 日以降の権利行使価額を以下のとおり調整いたします。 

調整前転換価額 754 円 

調整後転換価額  76 円 

 (3)株式分割および単元株式数の変更に伴い、平成 25 年 8 月 28 日(水)をもって、取引所における当社

株式の売買単位は 100 株に変更されることとなります。 

 (4)株式分割および単元株式数の変更に関し、株主様にお取りいただくお手続きは一切ございません。 

 

以上 


